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高さより 15cm 上部まで積載したとき，それだけの重量iに対す

る巡j'(のみを収受することとして，荷主の利益を保護したのが

石炭荷量を定めた最大のIlI!自である。また石炭は北海道 ・ 常磐 ・

北九州に多孟tに産出し，僚主11 しも後械力によって迅速大量に行

われるため， 図鉄で各II正積載の重量を検i立することは困難であ

る。自IU板のj\~fi さまで絞めば何 ト γであるかを定めておけば， 決

極ならびにぬの大小によって多少の差はあるが，取扱の迅速m

iJl!の不 1)援が大きい。これが石炭街宣トン数を設けた第 2 の理由

である。

荷量トン数を決定するには椛造上 ・ 強度上の考慮以外つぎの

防省点も考慮の上決定される。昭和 15 年巡uの計 p一方が改正に

なったとき，それまで大小 2 f1l!あった比率で貨物の等級が定め

られていた関係上，改正後もその比惑すなわち容僚と荷重との

比率を従来のものと大差のないようにしなくてはならない。ま

た建設規程に よ って客貨車の串h霊は 13 t 以下とし .ìill結骨量の連

結前Ill1 の ~g縦 1 m に付平均 5 t 以下な らば取h澄は 14 t に至るこ

とを得ることに定められているから . j空111の自重すなわち風袋

の重量も荷illの決定に大きな1主義をも ってくる。

石炭車以外の:\:'î事の石炭荷量は次式により J~出し 0.75 t 以上

は切上げ， 他は切姶てるがj 僚記のf.lïill トン数より大とするこ

とはできない。

床函償 (m') x{側の高さ (m) +0.15} 
(t) 

1.18 

石炭車の荷重は次式により 0.75 ト ン以上は切上げ他は切捨

てる。

底板上回 ・ 側板および妻板の内問 ・ 仰iJl涙の上
縁から 150mm ，:::ïい函で阻まれた容政

1.18 

~:/ ?j'PIIの荷量はドー ムを除いたタンク内部の突容獄 (m '

ただし小数点以下第 l 伎に止め 2 位以下は切り捨てる)を付

記し，一定の貨物に専用する タン ク貨車はその積載貨物の容fE:

の illi;止を:r，lÏill ト γ数とする。

，)~tiUß貨111には荷量を標記しない。なおi喪主主:\:'îヰ1 PII休の転

倒する土五回ï，石炭車および大物事を除く)には荷量ト γ数と

ともに貨物の積載高 (m) を付記することになっている。(償山勝

義)

かし 々 のふういん 貨車の封印 有がい貨1lI に貨物を絞み終

ったとき，その責任の限界を IYl 貸耶の封印

りようにするため貨車に施封す
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ることをしづ。この封印は戦前

までは封印紙をもって施封して

いたが， 現在は金属性の貨1li封

印泌をもって施封している。た

だしつぎの貨物に対しては封印

を省時する ことがある。 貨車の封印

1 付添人同乗の貨物，野菜 ・ '*物 (旧形のラ ッ チ)

等腐敗変質し易い貨物， ドラム缶(か

ん)に入れたこ硫化政素，動物または

これに準ずるもの。

2 前号以外の貨物でその性質上封

印の必裂がないもの。

貨車封印環は貨11工の施封に従来用い

られてきた封印紙にかわって戦後用い

られるようになった金属製のもので。使

用方は図のとおりである。 (m森直樹)

かし 々 のりトレーラー 貨車のりト レー ラ ー (米) trailer 

on flat car 貨物絞替え労力， 時間ならびに経政の軽減および

貨物の速述などの目的で，貨物を般紙したトレ ー ラーをそのま

ま貨車にのせて紛送する場合のトレーラ ーをいい，またこれを

貨車に載せる道路用彼曳輩ともし、う。この方法によると戸口か

ら戸口までの-l't愉送を行うこ とができるので，アメリカをは

じめとしてイギリス，フラ γスなど欧州諸国において広〈行わ

れている。従来は小口貨物を対象としていたが，最近Iド扱貨物

にまで広大されようとしている。なおこのために使用される貨

車は長物事もしくはこの輸送方法に適合するようとくに設計さ

れた貨車である.

アメリカにおいてはこの極トレ ー ラ ー は俗にピギーパッ ク

(piggy back) とよばれ， シカゴ ・ ノ ー ス ・ γ ョア・ア γ ド ・ ミノレ

ウォ ー キー (Chicago North Shore & Mi l waukee) 鉄道会社

が 1926 ・ 5 に開始したのがそのはじめとされており，現在では

数十の鉄道会社がこの輸送方法を採用している。

この輸送方法は車輸をとりつけたままのトレーラーをj~III

に積載する関係上， コンテナー積載時のようにフォークリフト

(fork-lift) の必裂はないが. "7死E重が大きく 1貨;'(1平|ド工E依日武(!敏波f拶効F切J率が非?

に話恕長化しい' また常に適当E並iの貨物のf往主復のある区|住間も訂剖I円lでなければ，

ト ν 一 ラ一の主述l!Jfl口l 奇拶効1)，率事が低下するなど在飯主々の欠|陥泊がある。

したがってわが国にこれをとりいれる場合にば般載限界，駅

施設などの技術的な聞の解決が可能であったとしても，災絡に

移すことのできる地獄はごくかぎられた小部分になるであろう。

ー」貨車のせトレーラー。(高野善次)

かし 々 はいき ゅ う 貨車配給 貸主から巡送の申込みのある

ヰI扱貨物を輸送するために，発駅において j'{主に貨1jIを提供す

ることをしづ。したがって小口貨物を輸送するための代用車 ・

積合卒や手小荷物 ・ シ ート ・ ロー プ輸送のため，または自動車

中継貨物輸送のために準備する貨車の場合はj'(llI配給ではない。

発駅において:\:'î主に貨車を提供する順斤，を貨車配給順序とい

う。貨111配給順序は公平を期するため. L巡送のため受取った

順序1 にしたがうのが原貝1)である。しかし級種別を同じくする

貨物は，その貨物の性質上っき.のように配給順序の基準を定め

取彼方を一定している。

l 死体および危険品(危険度の少ない危険品を除く) 2 

動物 3 特定の腐敗変質物 4 その他の貨物。

公益上の必要またはilli輸上正当の事由があると認められるつ

ぎのような場合は上記の配給順序を繰 kげ，または繰下げるこ

とができるのである。

l 列車またはiill絡船を指定して愉送する貨物。

2 特殊椛造の:\:'îlliを必要とする貨物または特殊の鮫l1l\:力に

よる貨物。

3 t~lli巡用計画において使用貨車を限定したl亘|間行の1-~物。

4 集結指定列Jfiにより輸送すれば速達できる貨物または配

給順序を変更しても予定到着時刻jに変りなく ， なお行先に適応

した列車により輸送できる貨物。

5 貨物のトン数と貨車ト γ数の関係:およびj'(車の極類によ

り，配給順序を前後すれば，相互の貸主につごうのよい場合。

6 j空事の配給力旬、ちじるしく 1 貸主にかたより，他の1-'(主

との間に公平を欠くと認められる場合または貸主の荷役力が伴

なわない場合。

7 定位在貨に対して:\:'î1fïを配給する場合。

8 本社営業局がとくに指示する下記の貨物。

(1) 国民生活必偏品で急送を要するもの (2) 公益上輸送の

確保を必要とするもの (3) 災害地への救じ ゅつ品 ・ 救護品ま

たは復旧材料てeあって急送を必要とするもの (4) 国鉄事業用

品てJ とくに急送を必要とするもの (5) 空事回送方間行貨物で
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